
賠償責任保険普通保険約款  

（責任の範囲）  

第1条 当会社は、被保険者が、他人の身体の障害（障害に起因する死亡を含む。以  

下同じ。）又は財物の滅失、き損若しくは汚損（以下「損壊」という。）について法   

律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補する。  

（損害の範囲及び責任の限度）  

第 2 条 当会社がてん補すべき損害は、被保険者の被害者に対する賠償債務の弁済と  

しての支出（弁済によって代位取得するものがあるときはその価額を控除したもの）  

及び第12条に規定する費用に限るものとする。  

′  2 当会社がてん補すべき金額は、第12条第2項及び第3項の費用を除き、保険証  

券に記載されたてん補限度額を限度とする。   

3 当会社は、1回の事故について、第12条第2項及び第3項の費用を除き、損害  

の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみをて  

ん補する。   

（責任の始期及び終期）  

第 3 条 保険期間は、その初日の午後4時（保険証券にこれと異なる時刻が記載され  

ているときは、その時刻）に始まり、末日の午後4時に終る。   

2 当会社は、保険期間が始まった後であっても、当会社所定の保険料領収前に生じ  

た保険事故については、損害をてん補しない。  

（告知義務）  

第 4 条 当会社は、保険契約締結の当時、保険契約者、被保険者又はこれらの者の代  

理人が、故意又は重大な過失によって保険契約申込書の記載事項中重要な事項につ  

いて当会社に知っている事実を告げず、又は不実のことを告げたときは、保険証券  

記載の保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもって、この保険契約を  

解除することができる。   

2 前項の規定は、次の場合には適用しない。   

（】．）前項の告げなかった事実又は告げた不実のことがなくなった場合   

（2）当会社が、保険契約締結の当時、前項の告げなか った事実若しくは告げた不実  

のことを知り、又は過失によってこれを知らなかった場合  
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とする。   

2 当会社は、保険期間中いつでも前項の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備  

の改善を被保険者に請求することができる。   

（変更の通知）  

第 8 条 保険契約締結後、保険契約申込書または保険証券に記載された事項に変更が  

生じたとき（この保険契約と重複する保険契約（名称のいかんを問わない。以下同  

様とする。）の締結を除く。）は、保険契約者又は被保険者は、変更の事実の発生が  

その責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由  

によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面でその旨を当会社に申し出て、  

保険証券に承認の裏書を請求しなければならない。ただし、その変更の事実がなく  

なった後はこの限りでない。   

2 前項の手続を怠った場合には、当会社は、前項の変更の事実が発生した時又は保  

険契約者若しくは被保険者がその発生を知った暗から、当会社が前項の承認裏書請  

求書を受領するまでの間に生じた保険事故については、損害をてん補しない。ただ  

し、 変更の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高  

くならないと当会杜が認めた場合はこの限りでない。   

（重複保険の通知）  

第 9 条 保険契約締結後、この保険契約と重複する保険契約が締結されたときは、保  

険契約者又は被保険者は、重複する保険契約の締結がその責めに帰すべき事由によ  

るときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその締結の事実  

を・知った後、遅滞なく、書面でその旨を当会社に申し出て、保険証券に承認の裏書  

を請求しなければならない。ただし、重複する保険契約がなくなった後はこの限り  

でない。   

2 前項の手続を怠った場合には、当会社は、重複する保険契約が締結された時又は  

保険契約者若しくは被保険者がその締結の事実を知った暗から、当会社が前項の承  

認裏書請求書を受領するまでの間に生じた保険事故については、損害をてん補しな  

い。   

（事故の発生）  

第10 条 保険事故又は保険事故の原因となるべき偶然な事故（本条において以下「事  

故」という。）が発生したことを知ったときは、保険契約者又は被保険者は、次の  
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事項を履行しなければならない。   

（1）事故発生の日時、場所、被害者の住所氏名、事故の状況及びこれらの事項の証  

人となる者があるときはその住所氏名を、また損害賠償の請求を受けたときはそ  

の内容を、遅滞なく、書面で当会社に通知すること。   

（2）他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全又は行使  

について必要な手続をすること、その他損害を防止軽減するために必要な一切の  

手段を講ずること。   

（3）あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認し  

ないこと。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置については、この限りでな  

い。   

（4）損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき又は提起されたときは、直  

ちに当会杜に通知すること。   

2保険契約者又は被保険者が、正当な理由がなくて前項第1号又は第4号の義務に  

違反したときは、当会社は、損害をてん補しない。   

3 保険契約者又は被保険者が、正当な理由がなくて第1項第2号の義務に違反した  

ときは、当会社は、防止軽減することができたと認められる損害の額を控除してて  

ん補額を決定する。   

4 保険契約者又は被保険者が、正当な理由がなくて第1項第3号の義務に違反した  

ときは、当会社は、当会社が損害賠償責任がないと認めた額を控除しててん補額を  

決定する。  

（保険事故処理の特則）  

第11条 当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者  

による損害賠償請求の解決に当ることができる。この場合において、被保険者は、  

当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければならない。   

2 被保険者が、正当な理由がなくて前項の協力に応じないときは、当会社は、損害  

をてん補しない。   

（費用の支払）  

第12 条 当会社は、保険契約者又は被保険者が支出した次の費用を支払う。   

（1）第10条第1項第2号の場合に要した必要又は有益な費用   

（2）保険事故の原因となると思われる偶然な事故が発生した場合において、損害の  
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防止軽減のために必要又は有益と認められた手段を講じた後に賠償責任がない  

ことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急  

手当、護送、その他の緊急措置に要したもの及び支出につきあらかじめ当会社  

の書面による同意を得たもの   

2 当会社は、損害賠償責任に関する争訟につき、被保険者が当会社の書面による同  

意を得て支出した費用の全額を支払う。ただし、本条に規定する費用を除く損害の   

額が保険証券に記載されたてん補限度額を超えるときは、当会社は、てん補限度額  

の前記損害額に対する割合によってこれを支払う。  

3 当会社は、前条第1項の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力する  

ために直接要した費用の全額を支払う。  

（保険料の精算）  

第13 条 保険料が、賃金、入場者、領収金又は売上高等に対する割合によって定め  

られる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく、保険料を確定  

するために必要な資料を当会社に提出しなければならない。   

2 当会社は、保険期間中及び保険契約終了後1年間を限り、いっでも保険料を算出  

するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を阻覧することができる。   

3 前2項の資料に基づいて算出された保険料（当会社の定める最低保険料に達しな  

いときは最低保険料）と既に領収した保険料との間に過不足があるときは、当会社は、  

その差額を追徴し、又は返還する。   

4 この約款において、賃金、入場者、領収金、売上高とは、それぞれ次の各号に定  

めるところによる。   

（．L）賃金 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中  

における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称の  

いかんを問わない。   

（2）入場者 保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許さ  

れた総人員をいう。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従  

事する使用人を除く。   

（3）領収金 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税  

込金銭の総額をいう。   

（二4）売上高 保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額を  
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いう。  

（保険契約の無効）  

第14 条 保険契約締結の当時、次の事実があったときは、この保険契約は無効とす  

る。   

（1）保険契約に関し、保険契約者、被保険者又はこれらの者の代理人に詐欺の行為  

があったとき   

（2）保険契約者文は被保険者が、当会社の負担する保険事故がすでに生じ、又はそ  

の原因が発生していたことを知っていたとき   

（3）他人のために保険契約を締結する場合において、保険契約者またはその代理人  

が、その旨を保険契約申込書に記載しなかったとき   

（保険契約の解除）  

第15 条 次の場合には、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発す  

る書面による通知をもって、この保険契約を解除することができる。   

（1）被保険者が、正当な理由がなくて第7条第2項の請求に応じないとき   

（2）第8条第1項の通知があった場合において危険が著しく増大したと当会社が認  

めたとき   

（3）第9条第1項の通知があったとき   

（4）保険金請求に関し、保険契約者、被保険者又はこれらの者の法定代理人に詐欺  

の行為があったとき   

2 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除す  

ることができる。   

3 第1項第2号又は第3号に基づく当会社の解除権は、その通知を受領した日から  

30日以内に行使しなければ消滅する。  

（保険料の追徴又は返還一告知一通知事項の承認の場合）  

第16条 第4条第2項第3号又は第8条第1項の承認をする場合において、保険料  

を変更する必要があるときは、当会杜は、その定めるところに従い、保険料を返還  

し、又は追加保険料を請求することができる。   

2 前項の規定により保険料が追徴となる場合において、当会社の請求に対し保険契  

約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故に  

ついては、損害をてん補しない。  
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（保険料の返還一契約の無効・失効の場合）  

第17 条 当会社は、保険契約者、被保険者若しくはこれらの者の代理人の故意又は  

重大な過失によるこの保険契約の無効文は失効の場合には、保険料を返還しない。   

2 当会社は、保険契約者、被保険者及びこれらの者の代理人の故意又は重大な過失  

によらないこの保険契約の無効の場合には保険料の全額を、失効の場合には未経過  

期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還する。   

3 前項の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金又は売上高等に対する  

割合によって定められた保険契約が、保険契約者、被保険者及びこれらの者の代理  

人の故意又は重大な過失によらずに失効した場合には、第13条第3項の規定によ  

って保険料を精算する。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算する。  

（保険料の返還一契約解除の場合）  

第18 条 第4条第1項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当  

会社は、保険料を返還しない。   

2 第15条第1項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社  

は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還する。ただし、  

既経過期間中に保険事故が生じていたときは、保険料は返還しない。   

3 第15条第2項の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除したときは、当  

会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算  

した保険料を控除して、その残額を保険契約者に返還する。ただし、既経過期間中  

に保険事故が生じていたときは、保険料は返還しない。   

4 前2項の規定にかかわらず、当会社、又は保険契約者が、第15条の規定により、  

保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保  

険契約を解除したときは、第13条第3項の規定によって保険料を精算する。ただ  

し、既経過期間中に保険事故が生じていたときは、保険料は返還しない。  

（保険契約解除の効力）  

第19 条 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。  

（保険金の請求）  

第 20条 被保険者が、この保険契約によって損害のてん補を受けようとするときは、  

損害が確定した日から30日以内又は当会社が書面で承認した猶予期間内に、保険  

金請求書及びその損害を証明する書類を保険証券に添えて、当会社に提出しなけれ  
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ばならない。   

2 被保険者は、前項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の  

提出を求めたときは、これに応じなければならない。   

3 前2項の書類中に、故意に不実の記載をし、若しくは事実を隠したとき、又は前  

2項の義務に違反したときは、当会社は、損害をてん補しない。  

（保険金の支払）  

第 21条 当会社は、前条の請求を受けた日から30日以内に保険金を支払う。ただ  

し、当会社がこの期間内に必要な調査を終了することができないときは、これを終  

えた後、遅滞なく、保険金を支払う。  

（保険金の分担）  

第 22 条 この保険契約と重複する保険契約が他にある場合において、それぞれの保  

険契約について、他の保険契約がないものとして算定したてん補責任額の合計額が  

損害の額を超えるときは、当会社は、この保険契約によるてん補責任額の前記合計  

額に対する割合によって損害をてん補する。   

（仲 裁）  

第 23 条 当会社のてん補すべき金額の決定について■、当会社と被保険者との間に争  

いを生じたときは、その争いは、当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの  

評価人の判断に任せる。もし、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価  

人が選定する1名．の裁定人が、これを裁定するものとする。   

2 当事者は、自己の選定した評価人の費用（報酬を含む。）を各自負担し、その他の  

費用（裁定人に対する報酬を含む。）については、半額ずつ負担するものとする。  

（代 位）  

第 24 条 被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合に、当会社がそ  

の損害をてん補したときは、当会社は、そのてん補した金額を限度として、かつ、  

被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその者に対して有する権利を取得  

する。   

2 保険契約者または被保険者は、保険金を領収したときは、前項の権利を行使する  

ために必要な一切の書類を、遅滞なく、当会社に提出しなければならない。   

（準拠法）  

第 25 条 この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令による。  
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別表 短期料率表  

既経過期間   短期料率   

7日まで   10％   

15日まで   15％   

1か月まで   25％   

2か月まで   35％   

3か月まで   45％   

4か月まで   55％   

5か月まで   65％   

6か月まで   70％   

7か月まで   75％   

8か月まで   80％   

9か月まで   85％   

10か月まで   90％   

11か月まで   95％   

1年まで   100％   
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店 舗 特 別 約 款  

（当会社のてん補責任）  

第1条 当会社がてん補すべき賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」と   

いう。）第1条の損害は、日本国内において保険期間中に発生した次の各号に掲げ  

る事故に起因する損害に限る。   

（1）被保険者が所有、使用又は管理する保険証券記載の店舗（店舗に付属する作業場  

等の付帯設備及び収容動産を含む。以下「店舗」という。）に起因する偶然な事故   

（2）店舗の用法に伴う保険証券記載の仕事（以下「仕事」という。）の遂行に起因す  

る偶然な事故   

（3）被保険者によって製造、販売若しくは提供された保険証券記載の商品、製品、  

飲食物等の財物（以下「生産物」という。）が他人に引き渡された後に、その品  

質・取扱等に伴って生じる偶然な事故  

（免 責）  

第 2 条 当会社は、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害をてん  

補しない。   

（1）店舗の建設、改築、改造、修理等の工事に起因する賠償責任   

（2）屋根、扉、戸、窓、通風口等から入る雨又は雪等による財物の損壊に対する賠  

償責任   

（3）被保険者が所有、使用若しくは管理する航空機、昇降機又は自動車に起因する  

賠償責任   

（4）被保険者が所有、使用若しくは管理する車両（自動車及び原動力がもっぱら人力  

であるものを除く。）、船又は動物が施設外にある間のこれらに起因する賠償責任   

（5）生産物又は仕事の目的物自体の損壊に対する賠償責任   

（6）被保険者が故意又は重大な過失により法令に違反して製造、販売若しくは提供  

した生産物又は行った仕事の結果に起因する賠償責任  

（残存てん補限度額）  

第 3 条 当会社が、次の各号に掲げる事故（以下「生産物事故」という。）について  

保険金を支払ったときは、保険証券に記載された生産物事故の総てん補限度額から  

その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の発生した時以後の  
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保険期間に対する生産物事故に対する総てん補限度額とする。   

（1）第1条第2号の偶然な事故のうち、仕事の終了（仕事の目的物の引渡を要する時  

は引渡後）又は放棄の後に、仕事の結果について生じる偶然な事故   

（2）第1条第3号の偶然な事故  

（普通保険約款との関係）  

第 4 条 この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しない限り、  

普通保険約款の規定を適用する。  
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（損害てん補額）  

第 4 条 当会社がてん補すべき金額は、被害受託物が、保険事故の生じた地及び時に  

おいて、 もし保険事故がなければ有したであろう価額を超えないものとする。  

（残存てん補限度鎮）  

第 5 条 当会社が保険金を支払ったときは、保険証券に記載された受託物事故の総て  

ん補限度額から、その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の  

発生した時以後の保険期間に対する総てん補限度額とする。  

（普通保険約款及び特別約款との関係）  

第 6 条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、  

普通保険約款及び店舗特別約款の規定を適用する。  
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標準営業約款登録店標識  
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掲 示 板  

般飲食店常  

約款薯  

当店は、厚生労働大臣の認可を受けた標準営業灼熱こ  
従って営業していまも  

1樺準営業約款に基づき当店の捉供す晶商品のサ細ピ璃   

については、次のことを基地ぃいまうも  
（1I当店の主事な高島の内幸及びカロリーせメニュー蓑専に表示しています・   

は‡滅法雌腹井守飲蝕す摘晶拙南商品は飽く振乱満蒙剤扱及び  

製造年月Bを表示しています、  

（3I当店の衛生管理状況の自主点繊表層表示していまt  

2当店のアピール食材は、次のとおりです3  

3当店で尊故が発生Lた堵魯ほ、「一般飲食情事散蘭瀾   
基判に基づいて賠潰しまう㌔  

4当掛ま、娼藩臆健保換尊に知見し斜度鶴  

群生酵龍夫臣欝可 一般敵貴腐営業凛挙党葉柄欺の卓蹟腐   

店名  

〔規格は縦36．5cmx横25．7cm〕   
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標準華凛約款登♯店慮耳兼寿用呆章撃カー  

触れ■癖加藤卸商適頗纏綿鱒確醜脚闇鱒嘩中華鱒甲   

立こ酬一転如細胞由碩頗細映画録鮎掬婿痛打臓郎梢那郷間頗臨  

ー 27 －  

I
，
－
－
 

M
し
1
■
頗
 
 
 



標準営業癖紋登＃盛か叫アプリ一書禁嵐骨倭楽撫溝み褒泰哀テ適－  

密計机酌撃し藍㌔  

姐御帽制細面相席削抑軒臨画頼馳嘩柑嘩印閲叩舶用舶御輿細   
弼坤削拍蹄㈲軋即調いては博力濃艶地づてい観箕脚中で間諜施瀦爵で鹿竜   

増せ牲錬当するユチッカーを懇親に鮎付ず古曲t鮪性阜ステッカー舶．ヰ闇X轡‖1∈樗】  
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